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入札公告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 
2025 年 11 月 7 日 

株式会社国際協力銀行 
財務・システム部門  
管理部長 石川 敬之 

 
 

1. 競争入札に付する事項 
(1) 件名 

業務の外国法令等の遵守確認に係る法律事務一式 
(2) 作業内容等 

入札説明書及び入札仕様書による。 
(3) 履行期間 

2026 年 3 月 1 日から 2028 年 2 月 29 日 
(4) 履行場所 

入札説明書及び入札仕様書による。 
 

2. 競争参加資格及び審査書類等について 
(1) 次の項目に該当しない者であること。 

① 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当す

る者。 
② 一般競争に参加しようとする者が、株式会社国際協力銀行（以下「当行」という。）の

契約に関して次の各号のいずれかに該当すると認められたときから当行が定めた 3 年以内

の期間を経過しない者。 
イ. 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をしたとき。 
ロ. 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合したとき。 
ハ. 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 
ニ. 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 
ホ. 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 
ヘ. 前記イ．からホ．までの規定により一般競争に参加できないこととされている者を契

約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したと

き。 
③ ②に該当する者を入札代理人として使用する者。 
④ 申請書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。 

(2) 競争参加資格申請書及び審査書類等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当行から契

約資格喪失措置を受けた者でないこと。 
(3) その他、当行が不適当と認めた者でないこと。 
(4) 入札説明書の交付を受けた者であること。 
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(5) 契約の性質及び目的から、次に定める資格を有する者に競争参加資格を付与する。 
 資 格 

① 東京都内に事務所を有するイ．法律事務所若しくは弁護士法人又はロ．外国法事

務弁護士事務所（外国法共同事業であるかは問わない。以下「外国法律事務所」

という。）のいずれかであること。 
② ロンドン、ニューヨーク、ワシントン及びシンガポールに拠点を有すること。 

③ 過去 5 年間に、国際金融取引を恒常的に実施する「主要行等金融機関」（金融庁

策定「主要行等向けの総合的な監督指針」で定める銀行である「主要行等」及び

「主要行等」と同等規模の国内外金融機関（いずれもグループ持株会社を含

む。）をいう。以下同じ。）の業務の外国法令等の遵守に係る助言業務実績を有

するパートナー弁護士が複数在籍していること。 
④ 主たる業務従事者（パートナー弁護士（弁護士業務経験 10 年以上）で、過去 5

年間に、主要行等金融機関の外国法令等の遵守に係る助言業務実績を有し、かつ

東京を拠点とし日本語を母国語とする弁護士（日本法の法曹資格を有する弁護士

又は外国法事務弁護士（英国（イングランド及びウエールズ）法又は米国ニュー

ヨーク州法の法曹資格保有者をいう。以下同じ。）であること））1 名を適切に

配置できること。 
⑤ 従たる業務従事者（弁護士業務経験 7 年以上で、過去 5 年間に、主要行等金融機

関の外国法令等の遵守に係る助言業務実績を有し、主たる業務従事者の指示の下

に業務を実施し得る、東京を拠点とし日本語を母国語とする弁護士（日本法の法

曹資格を有する弁護士又は外国法事務弁護士であること））1 名以上を適切に配

置できること。 
⑥ 主たる業務従事者及び従たる業務従事者は、英文契約を含む諸契約を踏まえて国

際金融取引に係る助言が可能であること。 
⑦ 顧ĭĮį管理İıがĲĳされていること。 

Ĵ ĵ人Įį管理İıがĲĳされていること。 

 
3. 資格審査 
(1) 「競争参加資格申請書」により申請する。 
(2) 当行が審査のうえ合格した者を「競争参加資格を有する者」とする。 
 

4. 入札書等の提出場所等 
(1) 入札説明書を交付する交付期間及び場所 

① 2025 年 11 月 7 日から 2025 年 12 月 1 日 15 時 00 Ķまで 
② 入札説明書は以下のķイトにĸ載する。 

「関連資Ĺĺウンロード」ĻにļクĽスの上、交付を受ける者のĮį（会社名、ľ当者

名、連Ŀŀ等）を入力した上でĺウンロードし受Łすること。 
 
株式会社国際協力銀行ホームłーŃń「ŅņĮį」ń「入札ĮįŇ一般競争入札」 
 
ňなお、Ņņľ当部ŉは以下のとおり。 
Ŋ100-8144 
東京都ŋ代ŌōŎŏŐ一ő目 4 Œ 1 号 
株式会社国際協力銀行 財務・システム部門 管理部œ 1 Ŕ 
ŕŖ 03-5218-9212 
ŗールļドŘスřchotatsu01@jbic.go.jp 
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(2) 入札説明会の開Ś日時及び開Ś場所 
開Śしない 

 
(3) 競争参加資格申請書の提出期限及び提出ś法 

提出期限 提出ś法 審査結Ŝ 
ŝŞ期限 

2025 年 12 月 1 日 
15 時 00 Ķ ŕşŗールによる。 2025 年 12 月 10 日 

 
(4) 提Š書の提出期限及び提出ś法 

提出期限 提出ś法 
2025 年 12 月 16 日 

15 時 00 Ķ ŕşŗールによる。 

 
(5) プŘšンテーシŢンの開Ś日及び開Ś場所 

開Ś日 開Ś場所 ĳţ 
2026 年 1 月 15 日 

又は 
2026 年 1 月 16 日 

Ťンラインť式で開Ś 説明事項ř提Š書における提Š内容等 

 
(6) 入札書の提出期限及び提出場所 

提出期限 提出ś法 提出場所 
2026 年 1 月 22 日 

15 時 00 Ķ 
（Ŧŧ） 

Ũũ又は持参による。 上記(1)記載のľ当部ŉŪ 

 
(7) 開札の日時及び場所 

開Ś日 開Ś場所 ĳţ 

2026 年 1 月 23 日 
14 時 30 Ķ 当行 3 ū会Ŭŭ 

持参するものř 
・ŮůŰ等のűĶŰ明書（ň名Ųも可） 
・入札書にųŴしたŴŵ（ňŶŷ入札にŦ要） 

 
(8) 提出及び問い合わŸ受付時間 

Źź日、日ź日及びŻ日をżくŽ日 9 時 00 Ķから 17 時 00 Ķ（12 時 00 Ķから 13 時 00
Ķをżく） 

 
5. その他 
(1) 入札保Ű金及び契約保Ű金 

Ůż。 
(2) 入札のžſ 

入札説明書による。 
(3) 契約書作ƀの要Ɓ 

要。 
(4) 落札者のƂ定ś法 
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本Ņņは、総合ƃ価落札ś式（加Ƅś式）をƅ用するものとし、入札価格がƆ定価格のı

限のƇƈ内でƉƊı限価格以上である者のうƋ、総合ƃ価のś法によって得られた数ƌのƉ

もƍい者を落札者とする。 
(5) ƉƊı限価格を下Ǝった者は、Ŷŷ入札に参加できないものとする。 
(6) ƏƐは入札説明書によるものとする。 

以 上 
 


